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1 ●滋賀の国保 2026 年 5 月

令和8年度滋賀県国民健康保険団体連合会事業計画・予算

国保連合会通常総会
ྩ࿨�೥౓ۀࣄ計ըɺࡀೖࡀ出༧ࢉ౳にͭいてՄܾɾঝೝ͞ΕΔ
ɹ�݄��೔、ϐΞβ୶ւ࣎լݝཱݝຽަྲྀηϯλーにて、࣎ լࠃݝຽ健康อஂݥ体࿈߹ձ௨ৗ૯ձを։࠵しま
した。։ձにあたΓ、ڮ઒বཧࣄ௕（૲௡ࢢ௕）よΓѫࡰをߦいました。
ɹଓいてڮ઒ཧࣄ௕をٞ௕にબ出し、ࠓ৓ܒࠀ高ౡࢢ௕とງߐ࿨ത೔野ொ௕をٞࣄ࿥ॺ໊ऀに໊ࢦ、ٞ にೖΓࣄ
ました。
ɹٞࣄでは、ྩ ࿨�೥度ۀࣄ計ը͓よびࡀೖࡀ出༧算にͭいてなͲ��ٞҊの৹ٞが৻重にߦΘれ、શٞҊが原Ҋ
௨ΓՄܾ・ܾ 定されました。また、৬һڅ༩نଇのҰ෦վਖ਼、ୈ�期த期ܦӦ計ըҊ౳のใࠂがあΓました。
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等
に
つ
い
て
、
国
保
制
度
改
善
強
化
全
国

大
会
に
参
加
す
る
な
ど
要
請
活
動
を
行
い
、

そ
の
実
現
に
努
め
ま
す
。

⑶
国
保
事
業
充
実
強
化
推
進
に
関
す
る
取
り
組
み

　
　
国
保
財
政
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た

め
、
国
保
事
業
運
営
の
柱
で
あ
る
次
の
事

業
に
取
り
組
み
ま
す
。

①
収
納
率
向
上
対
策

       

収
納
率
向
上
の
た
め
の
研
修
会
を
開
催
す

る
と
と
も
に
、
月
間
を
設
定
し
、
国
保
加

入
者
の
納
付
意
識
の
向
上
を
目
的
と
し

た
啓
発
を
行
い
ま
す
。

     

②
医
療
費
適
正
化
対
策

    

レ
セ
プ
ト
点
検
事
務
共
同
事
業
、
第
三
者

行
為
求
償
事
務
共
同
事
業
お
よ
び
後
発

医
薬
品
の
使
用
促
進
等
、
医
療
費
適
正
化

対
策
に
努
め
ま
す
。

　

③
保
健
事
業
の
推
進

    

保
険
者
協
議
会
や
関
係
機
関
と
連
携
し
、

保
険
者
が
行
う
保
健
事
業
を
支
援
し
ま

す
。
ま
た
、
月
間
を
設
定
し
、
被
保
険
者

の
健
康
意
識
の
向
上
を
目
的
と
し
た
啓

発
を
行
い
ま
す
。

　
保
険
者
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も

に
、
保
険
者
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
有
効
的
に
活
用

さ
れ
る
よ
う
、
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
国
保

情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
に
実
装
さ
れ
る
各
種
機
能
を

活
用
し
、
保
険
者
事
務
の
効
率
化
に
努
め
ま
す
。

　
な
お
、
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
令

和
３
年
３
月
31
日
に
定
め
ら
れ
た
「
審
査
支
払
機

能
に
関
す
る
改
革
工
程
表
」
に
基
づ
い
て
、
シ
ス

テ
ム
の
ク
ラ
ウ
ド
化
へ
の
移
行
お
よ
び
受
付
領
域

の
支
払
基
金
と
の
共
同
利
用
を
内
容
と
す
る
開
発

が
終
了
し
、
令
和
６
年
度
か
ら
は
ク
ラ
ウ
ド
化
し

た
シ
ス
テ
ム
の
最
適
化
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
審
査
領
域
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働

省
に
設
置
さ
れ
た
「
審
査
支
払
機
能
の
在
り
方

に
関
す
る
検
討
会
」
に
お
い
て
、
令
和
７
年
９

月
12
日
付
、
審
査
支
払
シ
ス
テ
ム
の
共
同
開
発

の
基
本
方
針
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

   

こ
れ
に
よ
り
、
支
払
基
金
と
国
保
中
央
会
・
国

保
連
合
会
は
、
シ
ス
テ
ム
の
モ
ダ
ン
化
を
実
施
す

る
と
と
も
に
、
将
来
的
に
A
I
の
活
用
な
ど
の
業

務
機
能
を
共
同
開
発
・
共
同
利
用
す
る
こ
と
を
目

指
し
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
複
雑
・
高
度
化
す
る
医
療
内
容
に
的
確
に
対

応
す
る
た
め
、
審
査
事
務
共
助
職
員
の
資
質
の

向
上
等
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
審
査
委
員
が
よ

り
高
度
な
審
査
に
専
念
で
き
る
よ
う
努
め
ま

す
。
ま
た
、「
審
査
支
払
機
能
に
関
す
る
改
革

工
程
表
」
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
審
査
基
準
の

差
異
の
解
消
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
統

一
等
に
向
け
た
取
り
組
み
を
全
国
の
国
保
連
合

会
と
と
も
に
推
進
し
ま
す
。

⑴
審
査
委
員
会
の
開
催

　
　
審
査
の
充
実
を
図
る
た
め
、
よ
り
効
率
的

な
審
査
委
員
会
運
営
に
努
め
ま
す
。

⑵
審
査
委
員
会
の
充
実

国保連合会通常総会国保連合会通常総会

　
　
医
科
（
内
科
・
外
科
）
部
会
お
よ
び
歯
科

部
会
に
常
務
処
理
審
査
委
員
を
配
置
し
ま
す
。

⑶
審
査
専
門
部
会
の
開
催

　
審
査
専
門
部
会
を
毎
月
１
回
開
催
し
、
高
点

数
レ
セ
プ
ト
の
適
正
な
審
査
に
努
め
ま
す
。

⑷
超
高
額
レ
セ
プ
ト
の
審
査

　
　
国
で
定
め
ら
れ
た
超
高
額
レ
セ
プ
ト
（
医

科
38
万
点
（
特
定
機
能
病
院
35
万
点
、
心

臓
疾
患
は
70
万
点
）
以
上
お
よ
び
歯
科

20
万
点
以
上
）
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
国

保
中
央
会
に
設
置
さ
れ
た
特
別
審
査
委
員

会
に
委
託
し
ま
す
。

⑸
再
審
査
部
会
の
開
催

　
　
再
審
査
部
会
を
毎
月
１
回
開
催
し
、
保
険

医
療
機
関
等
か
ら
の
再
審
査
申
立
に
適
正
に

対
応
し
ま
す
。

⑹
審
査
委
員
の
研
修

①
近
年
の
医
学
・
医
術
に
即
し
た
テ
ー
マ

を
中
心
に
学
術
講
演
会
（
年
２
回
）
を

開
催
し
、
委
員
の
資
質
の
向
上
を
図
り
、

適
正
な
審
査
に
努
め
ま
す
。

    

②
審
査
上
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
レ
ッ
ス
ン
を
開

催
し
、
審
査
委
員
相
互
の
連
携
お
よ
び

審
査
の
充
実
強
化
に
努
め
ま
す
。

   
③
厚
生
労
働
省
開
催
の
社
会
保
険
指
導
者
講

習
会
に
、
医
科
・
歯
科
そ
れ
ぞ
れ
の
代

表
委
員
を
派
遣
し
ま
す
。

   

④
国
保
中
央
会
・
国
保
近
畿
地
方
協
議
会
の

主
催
す
る
審
査
委
員
会
会
長
会
議
、
歯
科

部
会
長
会
議
、
常
務
処
理
審
査
委
員
連
絡

会
議
お
よ
び
審
査
委
員
連
絡
協
議
会
に

そ
れ
ぞ
れ
該
当
委
員
を
派
遣
し
ま
す
。

⑺
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
解
消
に
向
け
た

審
査
委
員
会
と
の
連
携

　
　
「
審
査
支
払
機
能
に
関
す
る
改
革
工
程
表
」

に
示
さ
れ
た
都
道
府
県
の
審
査
基
準
の
重

複
や
整
合
性
の
整
理
を
行
う
た
め
、
地
区

別
審
査
委
員
会
会
長
会
議
に
お
い
て
情
報

提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
全
国
審
査
委
員

会
会
長
連
絡
協
議
会
で
の
協
議
・
承
認
に

つ
い
て
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
審
査

委
員
会
と
の
連
携
強
化
に
努
め
ま
す
。

⑻
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
充
実
お
よ
び

　

統
一
に
向
け
た
取
り
組
み

　
　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
最
大
限
活
用
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
チ
ェ
ッ
ク
を
効
率
的
・
効
果
的
に
行
う
た

め
、
チ
ェ
ッ
ク
項
目
の
点
検
と
拡
充
に
努
め

る
と
と
も
に
、
審
査
基
準
の
差
異
解
消
に
向

け
た
取
り
組
み
強
化
と
し
て
、
審
査
基
準
の

統
一
化
と
併
せ
て
、
全
国
の
国
保
連
合
会
等

と
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
共
通
設
定

や
可
視
化
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
公
表
を
行

い
、
よ
り
一
層
の
審
査
の
適
正
化
と
保
険
者

再
審
査
の
減
少
に
努
め
ま
す
。

⑼
審
査
事
務
共
助
職
員
の
資
質
の
向
上

　
　
職
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
職
員

研
修
の
内
容
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
国

保
中
央
会
が
主
催
す
る
「
審
査
事
務
共
助
知

識
力
確
認
試
験
」
を
受
験
し
ま
す
。

⑽
関
係
団
体
と
の
連
携

　

①
保
険
医
療
機
関
等
の
指
導
監
督
部
署
と

審
査
支
払
機
関
と
が
連
携
を
強
化
し
、

情
報
の
共
有
化
を
図
る
た
め
の
「
滋
賀

県
診
療
報
酬
適
正
化
連
絡
協
議
会
」
へ

国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
事
項

3

国
民
健
康
保
険
お
よ
び

後
期
高
齢
者
医
療
診
療
報
酬
等
の

審
査
支
払
に
関
す
る
事
項

4
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国保連合会通常総会

参
加
し
ま
す
。

　

②
審
査
支
払
業
務
の
充
実
お
よ
び
審
査
基
準

の
統
一
を
図
る
た
め
、
適
宜
支
払
基
金
と

情
報
交
換
を
行
い
ま
す
。

⑾
関
連
す
る
診
療
報
酬
等
の
審
査
支
払

　

①
公
費
負
担
医
療
費
の
審
査
支
払

　

②
福
祉
医
療
費
の
審
査
支
払

　

③
各
制
度
に
係
る
現
物
給
付
分
の
高
額
療
養

費
の
支
払

　

④
他
都
道
府
県
分
診
療
報
酬
等
の
全
国
決
済

制
度
に
よ
る
審
査
支
払

⑿
療
養
費
の
審
査
支
払
等

　

①
柔
道
整
復
施
術
療
養
費
の
審
査
支
払
に
つ

い
て
は
、
滋
賀
県
柔
道
整
復
療
養
費
審
査
委

員
会
を
開
催
し
適
正
な
審
査
に
努
め
ま
す
。

　
　

ま
た
、
過
去
の
申
請
内
容
の
傾
向
を
分
析

し
、
不
適
正
な
申
請
が
散
見
さ
れ
る
施
術

所
に
対
し
、
重
点
的
審
査
等
（
文
書
注
意
、

面
接
確
認
含
む
）
を
行
い
ま
す
。

　

②
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
等
療
養
費
審
査
委

員
会
を
開
催
し
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
お

よ
び
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
の
施
術

に
係
る
療
養
費
（
以
下
、「
あ
は
き
療
養
費

等
」
と
い
う
。）
の
適
正
な
審
査
支
払
を
行

い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
他
療
養
費
（
治
療

用
装
具
等
）
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

　

③
柔
道
整
復
施
術
療
養
費
、あ
は
き
療
養
費

等
の
適
正
化
の
た
め
、患
者
調
査
お
よ
び
調

査
後
の
効
果
測
定
に
必
要
な
情
報
を
保
険

者
に
提
供
し
、
保
険
者
支
援
を
図
り
ま
す
。

⒀
出
産
育
児
一
時
金
等
の
直
接
支
払

　
　

保
険
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
出
産
育
児
一

時
金
等
の
保
険
医
療
機
関
等
へ
の
直
接
支
払

に
係
る
事
務
を
実
施
し
ま
す
。

⒁
原
審
査
時
お
よ
び
レ
セ
プ
ト
点
検
時
の

　

資
格
確
認
に
つ
い
て

　

①
原
審
査
時
の
資
格
確
認

　
　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
に
よ

り
、
一
定
条
件
を
満
た
す
電
子
レ
セ
プ
ト

の
資
格
確
認
が
行
わ
れ
、
資
格
誤
り
の
あ

る
電
子
レ
セ
プ
ト
は
、
正
し
い
保
険
者
へ

レ
セ
プ
ト
振
替
、分
割
処
理
が
行
わ
れ
ま
す
。

そ
の
他
の
レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て
は
、
資
格
確

認
結
果
に
基
づ
く
事
項
修
正
を
行
う
と
と

も
に
、
取
得
前
受
診
、
喪
失
後
受
診
等
に
つ

い
て
、
資
格
情
報
と
照
合
の
う
え
、
資
格

誤
り
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
保
険
医
療

機
関
等
へ
連
絡
後
、返
戻
処
理
を
行
い
ま
す
。

　

②
レ
セ
プ
ト
点
検
時
の
資
格
確
認

　
　

原
審
査
時
に
お
い
て
処
理
が
で
き
な
か
っ

た
資
格
エ
ラ
ー
分
の
確
認
作
業
を
行
い
ま

す
。
資
格
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
も
の
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ

ス
テ
ム
を
用
い
て
レ
セ
プ
ト
振
替
等
、
ま

た
は
、
保
険
医
療
機
関
等
へ
確
認
の
う
え
、

返
戻
処
理
を
行
い
ま
す
。

⒂
被
保
険
者
資
格
喪
失
者
に
係
る

　
　
保
険
者
間
調
整
の
実
施

　
　
保
険
者
間
調
整
は
（
被
保
険
者
資
格
喪
失

後
の
受
診
に
よ
り
発
生
す
る
返
還
金
の
療
養

費
等
の
代
理
受
領
方
式
）
に
よ
り
実
施
し
て

お
り
、
関
係
団
体
と
の
諸
調
整
や
療
養
費
支

給
申
請
書
等
の
授
受
、
療
養
費
の
支
払
い
に

関
す
る
事
務
等
を
本
会
が
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
被
保
険
者
や
保
険
者
事
務
の
負
担
軽
減

に
努
め
ま
す
。

⒃
福
祉
医
療
費
の
審
査
支
払
等

　
　
　
福
祉
医
療
費
の
請
求
支
払（
柔
道
整
復
施
術

療
養
費
は
被
用
者
保
険
分
含
む
）
を
行
う
と
と

も
に
、
支
払
基
金
か
ら
提
供
さ
れ
る
被
用
者

保
険
分
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
基
に
資
格
確

認
に
か
か
る
帳
票
の
作
成
、
福
祉
月
報
の
作
成

等
の
共
同
処
理
を
行
い
、
滋
賀
県
お
よ
び
市
町

に
お
け
る
事
務
の
省
力
化
に
努
め
ま
す
。

⑴
保
険
者（
国
保
・
福
祉
医
療
費
）事
務
共
同

　　
電
算
処
理
業
務
に
関
す
る
こ
と

　
　
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
に
実
装
さ
れ
る
機
能

を
活
用
し
、
保
険
者
事
務
の
効
率
化
、
省

力
化
お
よ
び
保
健
事
業
充
実
の
た
め
の
資

料
作
成
に
努
め
ま
す
。

　

①
保
険
者
・
被
保
険
者
・
福
祉
医
療
受
給
者

の
諸
情
報
の
登
録

　

②
レ
セ
プ
ト
の
資
格
確
認
お
よ
び
給
付
点
検

　

③
資
格
確
認
書
の
台
紙
お
よ
び
医
療
費
通
知

書
、
後
発
医
薬
品
利
用
差
額
通
知
の
作
成

　

④
高
額
療
養
費（
外
来
年
間
合
算
処
理
含
む
）

お
よ
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
算
定
処
理

　

⑤
国
保
事
業
状
況
報
告
書
（
事
業
年
報
（
月

報
））・
福
祉
医
療
費
助
成
事
業
状
況
報
告

書
（
福
祉
月
報
）・
各
種
補
助
金
資
料
作
成

処
理
等
お
よ
び
諸
統
計
の
作
成

　

⑥
前
各
号
の
ほ
か
、
随
時
各
保
険
者
の
申
し

出
を
受
け
、
蓄
積
し
た
諸
情
報
を
基
に
諸

帳
票
を
作
成

　

⑦
国
保
共
通
外
字
の
管
理
お
よ
び
新
規
外
字

同
定
作
業

　

⑧
レ
セ
プ
ト
等
の
保
存
管
理

　

⑨
デ
ー
タ
集
配
信
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
全

国
決
済
等
、
業
務
運
用
の
効
率
化

　

⑩
保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
業
務
運
営
委

員
会
の
開
催

　

⑪
特
別
調
整
交
付
金
（
結
核
・
精
神
）
申
請

に
係
る
市
町
事
務
支
援

⑵
国
保
に
関
す
る
諸
統
計
の
作
成
に
関
す
る
こ
と

　
　
共
同
電
算
処
理
事
業
に
よ
る
基
礎
デ
ー
タ

の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
健
康
づ
く
り
等

に
活
用
す
る
た
め
の
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

　
　
　
ま
た
、
医
療
費
統
計・分
析
シ
ス
テ
ム
（
淡

海
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト
）
に
よ
り
、
疾
病
構

造
や
地
域
特
性
を
把
握
す
る
た
め
の
資
料
作

成
、
予
算
編
成
期
の
医
療
費
推
計
お
よ
び
毎

月
の
医
療
費
の
動
向
等
の
タ
イ
ム
リ
ー
な
情

報
を
提
供
し
ま
す
。

⑶
保
険
者
レ
セ
プ
ト
点
検
事
務
共
同
事
業
に

　

関
す
る
こ
と

　
　
①
効
率
的
・
効
果
的
な
レ
セ
プ
ト
点
検
を
実
施

す
る
た
め
、
レ
セ
プ
ト
点
検
支
援
シ
ス
テ
ム

等
を
活
用
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
項

目
の
拡
充
と
効
率
的
な
点
検
に
努
め
ま
す
。

　

②
研
修
会
の
実
施
や
保
険
者
訪
問
等
に
よ
り
、

保
険
者
と
の
連
携
に
努
め
ま
す
。

　

③
レ
セ
プ
ト
点
検
事
務
共
同
事
業
の
受
託
に

向
け
て
、
レ
セ
プ
ト
点
検
事
務
委
託
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

④
一
部
点
検
を
委
託
し
て
い
る
業
者
と
の
相
互

国保連合会通常総会

保
険
者
共
同
事
業
お
よ
び

後
期
高
齢
者
医
療
事
務
代
行
業
務

等
に
関
す
る
事
項
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の
情
報
共
有
と
研
鑽
に
よ
り
、
よ
り
質
の
高

い
、効
果
的
な
レ
セ
プ
ト
点
検
に
努
め
ま
す
。

⑷
第
三
者
行
為（
交
通
事
故
等
）損
害
賠
償
求
償

　
　
事
務
共
同
事
業
に
関
す
る
こ
と

　

①
保
険
者
が
国
民
健
康
保
険
法
第
64
条
の
規

定
に
よ
り
代
位
取
得
し
て
い
る
損
害
賠
償

金
の
徴
収
・
収
納
事
務
を
保
険
者
か
ら
委

託
を
う
け
て
共
同
事
業
と
し
て
実
施
し
ま

す
。
ま
た
、
保
険
者
事
務
の
軽
減
と
速
や

か
な
求
償
案
件
の
発
見
を
図
る
た
め
、
本

会
に
お
い
て
被
保
険
者
へ
の
治
療
事
由
調

査
を
行
い
ま
す
。

　

②
求
償
事
務
担
当
者
研
修
会
の
開
催
や
厚
生

労
働
省
の
求
償
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
、

さ
ら
に
は
保
険
者
巡
回
訪
問
を
行
う
な
ど
、

保
険
者
と
の
連
携
に
努
め
、
求
償
事
務
の

充
実
強
化
を
図
り
ま
す
。

　

③
加
害
者
直
接
求
償
に
つ
い
て
は
、
個
別
の

案
件
ご
と
に
保
険
者
と
本
会
で
事
前
調
整

の
う
え
実
施
し
、
速
や
か
な
損
害
賠
償
金

の
収
納
に
努
め
ま
す
。

　

④
介
護
保
険
者
と
連
携
し
、介
護
保
険
に
係
る
第

三
者
行
為
求
償
事
務
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

⑸
後
発
医
薬
品（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）の

　

使
用
促
進
に
関
す
る
こ
と

　
　

後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）

利
用
差
額
通
知
を
年
２
〜
４
回
発
行
す
る
と

と
も
に
、
発
行
後
の
効
果
分
析
（
後
発
医
薬

品
へ
の
切
替
の
状
況
、
使
用
率
の
推
移
、
軽

減
効
果
額
の
状
況
な
ど
）を
行
い
ま
す
。ま
た
、

後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
に
か
か
る
物
品
等

の
斡
旋
を
行
い
ま
す
。

⑹
国
保
料（
税
）収
納
率
向
上
に
関
す
る
こ
と

    

①
保
険
料
（
税
）
納
付
強
調
月
間
（
11
月
1

日
〜
12
月
31
日
）
お
よ
び
保
険
料
（
税
）

完
納
月
間
（
3
月
1
日
〜
5
月
31
日
）

を
設
定
し
、
啓
発
の
た
め
の
ポ
ス
タ
ー
の

作
成
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
等
を
通
し

て
、
国
保
加
入
者
の
納
付
に
対
す
る
意
識

の
向
上
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

②
滞
納
整
理
を
中
心
と
し
た
徴
収
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
派
遣
事
業
や
個
別
相
談
会
を
実
施
し

ま
す
。

　

③
滞
納
世
帯
の
収
納
に
つ
な
げ
る
た
め
、
滞
納

世
帯
配
布
用
啓
発
チ
ラ
シ
を
作
成
し
ま
す
。

　
　
④
国
保
加
入
届
の
遅
延
防
止
対
策
と
し
て
、

啓
発
用
チ
ラ
シ
（
事
業
所
向
け
・
退
職
者

本
人
向
け
）
を
作
成
し
ま
す
。

⑺
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
代
行
業
務
に

　

関
す
る
こ
と

　
　
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
事
務

処
理
の
軽
減
お
よ
び
効
率
化
を
図
る
た
め
に
、

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
電
算
処
理
シ
ス

テ
ム
の
運
用
管
理
（
機
械
操
作
）
を
は
じ
め

下
記
の
事
務
代
行
業
務
を
行
い
ま
す
。

　

①
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理

・
各
種
情
報
の
更
新
処
理
（
日
次
処
理
・
月
次

処
理
・
年
次
処
理
）

　

②
資
格
管
理
業
務

  

・
被
保
険
者
管
理
業
務

  

・
新
規
外
字
の
同
定
作
業

  

・
資
格
確
認
書
お
よ
び
資
格
情
報
通
知
書
の
発

行
処
理
業
務

　

③
保
険
料
関
係
業
務

  

・
保
険
料
賦
課
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
業

  

・
保
険
料
賦
課
台
帳
の
作
成

  

・
期
別
管
理
、
収
納
管
理
、
滞
納
者
管
理
業
務

　

④
給
付
関
係
業
務

  

・
レ
セ
プ
ト
画
像
デ
ー
タ
処
理
お
よ
び
管
理

  

・
レ
セ
プ
ト
点
検
業
務
（
資
格
確
認
業
務
、
給

付
確
認
業
務
）

  

・
療
養
費
（
差
額
支
給
含
む
）
支
給
処
理
業
務

  

・
療
養
費（
入
院
時
食
事
差
額
除
く
）入
力
業
務

  

・
保
険
給
付
費
支
給
申
請
書
等
の
確
認
等
業
務

（
高
額
療
養
費
（
外
来
年
間
合
算
含
む
）、
高

額
介
護
合
算
療
養
費
、
葬
祭
費
）

  

・
高
額
療
養
費
支
給
処
理
（
外
来
年
間
合
算
支

給
処
理
含
む
）
お
よ
び
高
額
介
護
合
算
療
養

費
の
支
給
処
理
業
務

  

・
葬
祭
費
支
給
処
理
に
関
す
る
業
務

  

・
負
担
割
合
（
負
担
区
分
）
相
違
受
診
返
還
金

請
求
に
係
る
業
務

  

・
資
格
喪
失
後
受
診
返
還
金
請
求
に
係
る
業
務

  

・
第
三
者
行
為
求
償
事
務

  

・
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）
利

用
差
額
通
知
（
令
和
７
年
度
）
効
果
測
定

  

・
医
療
費
の
お
知
ら
せ
発
行
業
務

　

⑤
統
計
関
係
資
料
の
作
成

  
・
事
業
状
況
報
告
書
等
の
作
成

  
・
医
療
費
分
析
（
あ
は
き
療
養
費
等
含
む
）
の

作
成

　

⑥
保
健
事
業

  

・
重
複
・
頻
回
受
診
者
等
訪
問
指
導
事
業
支
援

業
務
（
１
次
抽
出・２
次
抽
出・訪
問・評
価
）　

  

・
健
診
受
診
後
訪
問
指
導
事
業
支
援
業
務
（
１

次
抽
出
・
２
次
抽
出
・
訪
問
・
評
価
）

⑻
医
療
Ｄ
Ｘ
に
関
す
る
業
務
の
推
進

    

政
府
が
進
め
る
医
療
D
X
に
お
い
て
、
予

防
接
種
事
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
伴
う
標
準
シ

ス
テ
ム
（
予
防
接
種
等
関
連
シ
ス
テ
ム
）
の

円
滑
な
運
用
開
始
を
見
据
え
、
市
町
と
の
支

払
事
務
の
手
続
き
等
事
務
処
理
体
制
の
整
備

を
図
り
ま
す
。

⑼
行
政
機
関
か
ら
の
要
請
に
お
け
る

　

対
応
に
つ
い
て

　
　
　
本
会
設
立
趣
旨
に
則
り
、
行
政
機
関
か
ら

の
要
請
等
に
基
づ
き
、
滋
賀
県
お
よ
び
市
町

が
行
う
医
療
・
保
健
等
に
関
す
る
事
業
を
支

え
る
た
め
、
可
能
な
限
り
支
援
・
協
力
を
行

い
ま
す
。

⑽
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
に
係
る

　

事
務
に
つ
い
て

　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
感
染
症
等
に
係
る
発
生
等
の
公
表
が

な
さ
れ
た
場
合
、
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置

に
係
る
事
務
と
し
て
、
保
険
者
等
へ
の
請
求

業
務
と
対
象
医
療
機
関
へ
の
費
用
の
支
払
業

務
を
行
い
ま
す
。

⑾
災
害
時
に
お
け
る
既
往
歴
等
の
提
供
に
つ

い
て

　
　
　
災
害
援
助
法
の
適
用
に
よ
る
国
保
中
央
会

か
ら
の
事
務
連
絡
に
基
づ
き
、
国
保
連
合
会

が
保
有
す
る
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
被
保
険
者
等
の

罹
患
情
報
等
に
係
る
提
供
体
制
を
確
保
し
ま

す
。
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⑼
国
保
保
険
者
が
行
う
保
健
事
業
の
支
援

　

①
国
保
保
険
者
が
保
健
事
業
を
実
施
す
る
た

め
に
必
要
と
な
る
デ
ー
タ
分
析
（
健
康
課

題
の
把
握
な
ど
）、
ま
た
事
業
評
価
に
資
す

る
た
め
、
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
等
の
操
作
支

援
や
資
料
作
成
支
援
を
行
い
、
国
保
保
険

者
の
保
健
事
業
を
支
援
し
ま
す
。

　

②
第
３
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
係
る
保
健

事
業
に
つ
い
て
、
県
と
連
携
し
市
町
へ
の

個
別
支
援
を
行
い
ま
す
。

　

③
国
保
世
代
か
ら
の
フ
レ
イ
ル
予
防
事
業
な

ど
、
県
と
の
共
同
事
業
に
つ
い
て
、
デ
ー

タ
分
析
や
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
　
④
そ
の
他
、
国
保
保
険
者
が
行
う
保
健
事
業

に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
支
援
を
行
い

ま
す
。

⑴
デ
ー
タ
の
管
理
・
保
存
お
よ
び

　

費
用
決
済
等
に
係
る
業
務
に
関
す
る
こ
と

　

①
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
等
費
用
の
支

払
お
よ
び
デ
ー
タ
管
理
業
務
を
行
い
ま
す
。

　
　
②
特
定
健
康
診
査
受
診
券
の
作
成
な
ど
保
険

者
等
の
事
務
の
軽
減
と
効
率
化
を
図
る
た

め
の
共
同
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　

③
国
へ
の
特
定
健
診
デ
ー
タ
の
送
信
業
務（
法

定
報
告
）
を
行
い
ま
す
。

⑵
保
険
者
へ
の
支
援

　

①
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
等
お
よ
び
特
定
健
診
等

デ
ー
タ
管
理
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
受
診

率
向
上
の
た
め
の
デ
ー
タ
提
供
や
特
定
健

国保連合会通常総会

⑴
国
保
・
後
期
高
齢
者
ヘ
ル
ス
サ
ポ
ー
ト
事
業

の
実
施

　
　
　
保
険
者
等
が
一
体
的
に
事
業
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
年
齢
で
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
連

続
性
の
あ
る
保
健
事
業
の
展
開
を
図
る
こ
と

を
目
指
し
、
本
会
に
設
置
の
有
識
者
等
か
ら

な
る
「
保
健
事
業
支
援
・
評
価
委
員
会
」
に

お
い
て
、
保
険
者
等
が
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

に
沿
っ
た
効
率
的
・
効
果
的
な
保
健
事
業
が

展
開
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。

　
　
　
特
に
、令
和
８
年
度
は
、
県
・
市
町
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
計
画
の
中
間
評
価（
見
直
し
）の
年
と

な
る
こ
と
か
ら
、中
間
評
価
に
必
要
な
デ
ー
タ

提
供
や
保
健
事
業
支
援
・
評
価
委
員
会
の
開

催
等
、き
め
細
か
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

　
　
①
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
等
を
活
用
し
た
保
険
者

等
へ
の
デ
ー
タ
提
供

　
　
②
個
別
保
健
事
業
実
施
へ
の
助
言

　

③
評
価
基
準
等
を
活
用
し
た
保
健
事
業
の
評

価
へ
の
助
言

　
　
④
保
険
者
等
職
員
に
対
す
る
研
修

　

⑤
保
険
者
に
寄
り
添
っ
た
支
援
を
展
開
す
る

た
め
、
現
地
に
出
向
い
て
個
別
サ
ポ
ー
ト

事
業
（
国
保
保
健
事
業
お
よ
び
健
康
づ
く

り
等
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
併
せ
て
実
施
）
を
実

施
し
ま
す
。

⑵
健
康
日
本
21
の
推
進
と
支
援

　
　
　
健
康
増
進
法
に
基
づ
き
、
健
康
増
進
事
業

実
施
者
の
一
員
と
し
て
、
本
会
が
果
た
す
べ

き
住
民
の
健
康
増
進
の
た
め
の
事
業
を
積
極

的
に
推
進
し
ま
す
。

⑶
重
複
・
頻
回
受
診
者
等
訪
問
指
導
事
業
の
実
施

　
　
　
市
町・県
と
共
同
し
て
重
複・頻
回
受
診
者
、

重
複
服
薬
者
・
多
剤
投
与
者
に
対
し
て
訪
問

指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
対
象
者
の

健
康
保
持
と
適
正
な
受
診
に
よ
る
医
療
費
の

適
正
化
に
努
め
ま
す
。
ま
た
、
重
複
服
薬
者
・

多
剤
投
与
者
に
対
し
て
は
、
滋
賀
県
薬
剤
師

会
と
連
携
し
薬
剤
師
の
同
行
訪
問
に
よ
る
服

薬
指
導
や
残
薬
整
理
、
希
望
す
る
市
町
に
対

し
評
価
後
訪
問
を
行
い
ま
す
。

⑷
保
健
事
業(

健
康
づ
く
り)

推
進
に
関
す
る

　
　
情
報
提
供

　

①
保
険
者
が
行
う
保
健
事
業
を
推
進
す
る
に

あ
た
り
必
要
と
な
る
資
料
の
作
成
お
よ
び

医
療
情
報
の
提
供
を
行
い
ま
す
。

　
　
②「
国
民
健
康
保
険
事
業
状
況
・
指
標
（
速
報

版
）」「
統
計
で
わ
か
る
滋
賀
の
国
保
の
状

況
」
な
ど
諸
統
計
を
作
成
し
ま
す
。

　
　
③
第
３
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
評
価
の
た

め
の
資
料
（
被
保
険
者
・
医
療
費
等
・
疾

病
分
類
別
医
療
費
等
・
生
活
習
慣
病
等
の

状
況
等
）
を
作
成
し
ま
す
。
ま
た
、
医
療

費
等
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
大
学
等
研

究
機
関
と
の
連
携
を
進
め
ま
す
。

⑸
地
域
住
民
の
健
康
保
持
増
進
お
よ
び
啓
発

　

①
健
康
増
進
強
調
月
間
（
9
月
1
日
〜
11

月
30
日
）
を
定
め
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
ポ

ス
タ
ー
等
を
活
用
し
被
保
険
者
が
自
ら

の
健
康
保
持
増
進
へ
の
意
欲
を
高
め
る

た
め
の
啓
発
を
行
い
ま
す
。

　

②
市
町
（
保
険
者
）
等
に
お
け
る
健
康
ま

つ
り
、
健
康
教
室
な
ど
の
催
し
に
参
加
す

る
と
と
も
に
、
健
康
啓
発
教
育
用
機
材
の

貸
し
出
し
を
行
い
ま
す
。

⑹
滋
賀
県
市
町
保
健
師
協
議
会
、
滋
賀
県
在
宅

保
健
師
の
会
「
湖
都
の
会
」
の
運
営
お
よ
び

活
動
に
対
す
る
支
援

　
　
　
滋
賀
県
市
町
保
健
師
協
議
会
、
滋
賀
県
在

宅
保
健
師
の
会
「
湖
都
の
会
」
の
組
織
、
運
営

と
活
動
を
支
援
す
る
た
め
事
務
局
を
担
う
と

と
も
に
、
保
健
師
間
の
情
報
共
有
や
さ
ら
な
る

キ
ャ
リ
ア
の
形
成
を
図
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市

町
の
健
康
増
進
施
策
の
推
進
を
支
援
し
ま
す
。

⑺
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
へ
の
支
援

　
　
　
市
町
が
効
率
的
・
効
果
的
に
事
業
に
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
県
と
の
役
割
分

担
を
図
り
つ
つ
、
国
保
中
央
会
が
作
成
し
た

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
活
用
し
た
研
修
会
を

開
催
す
る
と
と
も
に
、
希
望
す
る
市
町
に
つ

い
て
は
、
対
象
者
の
抽
出
支
援
を
行
い
ま
す
。

⑻
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の

　
一
体
的
実
施
へ
の
支
援

　

①　「
高
齢
者
の
特
性
を
踏
ま
え
た
保
健
事
業
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
お
よ
び
県
と
連
携
し
て
、

セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
な
ど
、
市
町
へ
の
支
援

を
行
い
ま
す
。

　
　
②
広
域
連
合
か
ら
の
委
託
を
受
け
、
市
町
の

要
望
に
応
じ
て
、
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
等
を

活
用
し
、「
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予

防
の
一
体
的
実
施
」
に
必
要
な
デ
ー
タ
や

分
析
資
料
を
提
供
し
ま
す
。

国保連合会通常総会

保
健
事
業
の
推
進
に
関
す
る
事
項

6

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
に

関
す
る
事
項
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介
護
保
険
補
足
給
付
の
支
給
に
あ
た
り
勘

案
す
る
非
課
税
年
金
対
象
者
情
報
に
つ
い
て
、

年
金
保
険
者
と
市
町
の
間
の
経
由
事
務
を
行

い
ま
す
。

⑺
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
に
お
け
る

　

所
得
情
報
の
経
由
事
務

　
　
　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
給
付
に
必
要
な

年
金
生
活
者
の
所
得
情
報
に
つ
い
て
、
年
金
保

険
者
と
市
町
の
間
の
経
由
事
務
を
行
い
ま
す
。

⑻
要
介
護
認
定
情
報
の
デ
ー
タ
収
集
業
務

　
　
　
介
護
保
険
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
認
定

デ
ー
タ
の
提
出
に
つ
い
て
、
要
介
護
認
定
情

報
を
保
険
者
か
ら
収
集
し
、
国
保
中
央
会
を

経
由
し
て
厚
生
労
働
省
に
送
信
す
る
業
務
を

行
い
ま
す
。

⑼
ケ
ア
プ
ラ
ン
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
に

    

関
す
る
業
務

　
　
　
介
護
事
業
所
の
業
務
効
率
化
を
図
る
た
め

構
築
さ
れ
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ

ム
の
利
用
に
伴
い
、
ラ
イ
セ
ン
ス
料
徴
収
業
務

お
よ
び
電
子
証
明
書
発
行
業
務
を
行
い
ま
す
。

⑽
介
護
保
険
調
査
研
究
委
員
会
の
開
催

　
　
　
介
護
保
険
関
連
業
務
を
円
滑
に
運
営
す
る

た
め
、
保
険
者
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
共
同
事

業
と
保
険
者
事
務
の
合
理
化
、
効
率
化
を
図

る
た
め
の
調
査
研
究
を
行
い
ま
す
。

⑾
各
種
研
修
会
の
開
催

   

①
介
護
保
険
事
務
担
当
者
研
修
会

　
②
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
担
当
者
研
修
会

　
③
介
護
給
付
適
正
化
担
当
者
研
修
会

⑿
介
護
情
報
基
盤
に
関
す
る
業
務

　
　
　
介
護
情
報
基
盤
の
運
用
が
、
令
和
８
年
４

国保連合会通常総会

　

⑫
そ
の
他
保
険
者
が
必
要
と
す
る
業
務
お
よ

び
資
料
の
作
成
処
理
（
介
護
給
付
適
正
化

情
報
提
供
処
理
・
介
護
保
険
事
業
状
況
報

告
・
第
三
者
行
為
求
償
管
理
処
理
等
）

⑷
介
護
給
付
適
正
化
事
業
の
実
施

　
　
　「
第
６
期
介
護
給
付
適
正
化
計
画
」
に
関
す

る
指
針
に
基
づ
く
保
険
者
に
お
け
る
効
率
的
・

効
果
的
な
適
正
化
事
業
の
実
施
に
向
け
て
、

介
護
給
付
適
正
化
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
適
正
化

情
報
を
提
供
し
ま
す
。

　
　
　
併
せ
て
、
適
正
化
情
報
の
効
果
的
な
活
用
を

目
的
に
県
と
連
携
を
図
り
、
介
護
給
付
適
正
化

事
業
の
一
体
的
な
取
り
組
み
を
推
進
し
ま
す
。

   

①
介
護
給
付
適
正
化
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
適
正
化

情
報
の
保
険
者
お
よ
び
滋
賀
県
へ
の
提
供

   

②
ケ
ア
プ
ラ
ン
点
検
に
係
る
事
業
所
・
受
給

者
情
報
等
を
保
険
者
へ
提
供　

   

③
保
険
者
の
担
当
職
員
を
対
象
と
し
た
適
正

化
に
係
る
研
修
会
の
開
催

   

④
縦
覧
点
検
お
よ
び
介
護
給
付
と
医
療
給
付

の
突
合
点
検
の
実
施

   

⑤
介
護
給
付
適
正
化
に
係
る
各
種
シ
ス
テ
ム

活
用
に
向
け
て
、
個
別
訪
問
に
よ
る
保
険

者
支
援
を
実
施

⑸
保
険
料
等
の
特
別
徴
収
に
係
る
経
由
事
務

　
　
　
市
町
の
事
務
処
理
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
、
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料

（
税
）お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
年

金
特
別
徴
収
に
つ
い
て
、
年
金
保
険
者
と
市

町
の
間
の
経
由
事
務
を
行
い
ま
す
。

⑹
介
護
保
険
補
足
給
付
に
係
る

    

非
課
税
年
金
対
象
者
情
報
の
経
由
事
務

国保連合会通常総会

診
等
の
実
施
内
容
・
結
果
の
分
析
・
評
価

を
行
い
ま
す
。

　
　
②
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
担
当
者
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

　
　
③
生
活
習
慣
病
予
防
や
早
期
発
見
の
た
め
、

特
定
健
診
お
よ
び
特
定
保
健
指
導
の
重
要

性
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
と
ら

え
た
啓
発
を
行
い
ま
す
。

　
　
④
特
定
健
診
未
受
診
者
対
策
事
業（
県
事
業
）

に
か
か
る
受
診
勧
奨
資
材
の
作
成
、
デ
ー

タ
提
供
お
よ
び
評
価
を
行
い
ま
す
。

　
　
⑤
滋
賀
県
医
師
会
と
代
表
保
険
者
に
よ
る
市

町
保
険
者
の
集
合
契
約
に
つ
い
て
調
整
を

行
い
ま
す
。

　
　
　
従
前
、
国
保
問
題
調
査
研
究
会
で
調
査
、

研
究
し
て
い
た
国
民
健
康
保
険
制
度
の
当

面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
概
ね
滋
賀

県
国
民
健
康
保
険
市
町
連
携
会
議
に
お
け

る
滋
賀
県
国
保
運
営
方
針
の
推
進
の
中
で

検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
会
と
し

て
連
携
会
議
（
各
部
会
）
に
積
極
的
に
参

画
し
、
保
険
者
の
立
場
に
な
っ
て
問
題
解

決
に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。

⑴
介
護
給
付
費
の
請
求
に
係
る
審
査
お
よ
び

　　
支
払
に
関
す
る
事
務

　
　
　
介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
き
保
険
者

か
ら
の
委
託
を
受
け
、
介
護
給
付
費
等
審
査

委
員
会
を
開
催
し
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
提

供
事
業
所
等
か
ら
提
出
さ
れ
る
介
護
給
付
費

や
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費

の
適
正
な
審
査
お
よ
び
支
払
に
努
め
ま
す
。

⑵
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
苦
情
処
理
業
務

　
　
　
介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
き
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
等
か
ら
の
相
談
や
苦
情
へ
の
適
正
な

対
応
に
努
め
る
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

苦
情
処
理
委
員
会
を
開
催
し
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
に
対
す
る
調
査
や
不
適
切
な
サ
ー

ビ
ス
に
対
す
る
指
導
・
助
言
を
行
い
ま
す
。

併
せ
て
、
保
険
者
の
苦
情
対
応
担
当
職
員
を

対
象
と
し
た
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

⑶
保
険
者
事
務
共
同
処
理
業
務

　
　
　
保
険
者
が
行
う
介
護
保
険
の
事
務
処
理
業

務
の
効
率
化
を
目
的
に
以
下
の
共
同
処
理
業

務
を
行
い
ま
す
。　

　

①
要
介
護
認
定
更
新
支
援
処
理

　

②
償
還
払
給
付
額
管
理
処
理

　

③
介
護
給
付
費
通
知
作
成
処
理

　

④
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
支
給
処
理

　

⑤
市
町
村
特
別
給
付
等
支
払
処
理

　

⑥
主
治
医
意
見
書
料
支
払
処
理

　

⑦
認
定
調
査
委
託
料
支
払
処
理

　

⑧
各
種
支
払
支
援
処
理
（
償
還
払
い
・
高
額

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

　

⑨
介
護
給
付
費
縦
覧
審
査
処
理

　

⑩
保
険
料
等
の
特
別
徴
収
に
係
る
経
由
事
務

　

⑪
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
に
お
け

る
支
給
計
算
処
理

調
査
お
よ
び
研
究
に
関
す
る
事
項

8

介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
に

関
す
る
事
項
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⑸
医
療
費
通
知
を
活
用
し
た
広
報

⑹
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を

活
用
し
た
広
報
・
情
報
提
供

⑺
広
報
に
か
か
る
検
討
の
会
議
を
開
催

⑴
滋
賀
県
と
の
共
同
事
務
局
と
し
て
、
滋
賀
県

内
の
医
療
保
険
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る

保
険
者
お
よ
び
滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
）
の
加
入
者
に
か
か
る
健
康
づ
く
り

を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
、
県
内
医
療
保
険
者

お
よ
び
医
療
関
係
者
間
で
問
題
意
識
を
共
有

し
、
そ
れ
に
基
づ
く
取
組
の
推
進
等
を
図
り

ま
す
。

⑵
滋
賀
県
医
療
費
適
正
化
計
画
（
策
定
ま
た
は

変
更
）
に
か
か
る
協
議
と
同
計
画
の
実
施
に

つ
い
て
の
滋
賀
県
へ
の
協
力
、
滋
賀
県
保
健

医
療
計
画
（
策
定
ま
た
は
変
更
）
に
対
し
て

意
見
提
出
等
を
行
い
ま
す
。

⑶
特
定
健
診
等
が
県
内
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
で
受

診
で
き
る
よ
う
、
滋
賀
県
医
師
会
と
代
表

保
険
者
に
よ
る
集
合
契
約
の
調
整
を
行
い

ま
す
。

　
　
　
国
民
健
康
保
険
診
療
施
設
協
議
会
の
運
営

お
よ
び
事
業
に
対
す
る
支
援

　

①
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
診
療
施
設
協
議
会

の
事
務
局
を
担
い
、
地
域
包
括
医
療
・
ケ

国保連合会通常総会

月
か
ら
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、

介
護
情
報
等
を
共
有
・
活
用
す
る
こ
と
を
促

進
す
る
事
業
が
地
域
支
援
事
業
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
情
報
基

盤
の
デ
ー
タ
等
を
活
用
し
て
保
険
者
や
県
へ

の
支
援
の
強
化
を
目
指
し
ま
す
。

⑴
障
害
者
総
合
支
援
給
付
等
の
審
査

　

お
よ
び
支
払
に
関
す
る
事
務

　
　
　
障
害
者
総
合
支
援
法
の
規
定
に
基
づ
き
市

町
お
よ
び
県
か
ら
委
託
を
受
け
、
障
害
者
福

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
お
よ
び
障
害
児
施
設
か

ら
提
出
さ
れ
る
障
害
介
護
給
付
費
お
よ
び
障

害
児
施
設
給
付
費
等
の
適
正
な
審
査
支
払
事

務
に
努
め
ま
す
。

　
・
障
害
介
護
給
付
費
お
よ
び
障
害
児
施
設
給

付
費
の
支
給
量
の
管
理

　
・
障
害
介
護
給
付
費
お
よ
び
障
害
児
施
設
給

付
費
の
審
査
支
払

　
・
基
準
該
当
事
業
者
の
特
例
介
護
給
付
費
等

の
審
査
支
払

　
・
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
障
害
児
入
所

給
付
費
等
の
審
査
支
払

⑵
障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等

　

市
町
共
同
処
理
業
務

　
　
　
市
町
事
務
の
効
率
化
を
目
的
に
、
共
同
処

理
業
務
等
の
積
極
的
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
地
域
生
活
支
援
事
業
審
査
支
払
業
務

の
受
託
に
あ
た
っ
て
は
、
市
町
か
ら
の
円
滑

な
移
行
と
適
正
な
処
理
に
努
め
ま
す
。

　

①
統
計
処
理

　

②
医
師
意
見
書
作
成
料
等
支
払
処
理

　

③
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
支
給
処
理

　

④
高
額
障
害
児
給
付
費
支
給
処
理

    

⑤
各
種
支
払
支
援
処
理　

　

⑥
訪
問
調
査
委
託
料
支
払
処
理

　

⑦
地
域
生
活
支
援
事
業
審
査
支
払
業
務

　

⑧
そ
の
他
市
町
が
必
要
と
す
る
業
務
や
資
料

の
作
成
処
理

⑶
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の

    

デ
ー
タ
連
携
業
務

　
　
　
市
町
が
保
有
す
る
障
害
支
援
区
分
判
定
等

情
報
を
本
会
で
取
り
ま
と
め
、
国
保
中
央
会

を
経
由
し
て
、厚
生
労
働
省
の
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
デ
ー
タ
連
携
を
行
い

ま
す
。

⑷
障
害
者
総
合
支
援
事
務
担
当
者
研
修
会
の
開
催

　
　
　
障
害
者
総
合
支
援
の
制
度
の
全
体
概
要
、

各
種
台
帳
情
報
の
整
備
方
法
、
給
付
費
等

の
請
求
か
ら
支
払
ま
で
の
事
務
の
流
れ
等
、

障
害
者
総
合
支
援
に
か
か
る
給
付
事
務
を

行
う
上
で
必
要
と
な
る
業
務
知
識
の
習
得

を
目
的
と
し
た
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

⑴
機
関
誌
「
滋
賀
の
国
保
」
の
発
行

⑵ ｢

国
保
新
聞｣

の
配
布（
毎
月
３
回
）お
よ
び

拡
張

⑶ ｢

国
保
情
報｣ 

に
よ
る
情
報
提
供（
毎
週
１
回
）

⑷
被
保
険
者
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト「
わ
た
し
た
ち
の

健
康
を
さ
さ
え
る
滋
賀
県
の
国
保
」の
発
行

ア
の
推
進
拠
点
で
あ
る
国
保
診
療
施
設
が

果
た
す
役
割
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
保

険
者
、
国
保
診
療
施
設
お
よ
び
本
会
が
連

携
し
、協
議
会
の
充
実
強
化
を
図
り
ま
す
。

　

②
第
58
回
滋
賀
県
国
保
地
域
医
療
学
会
の
開
催

　

③
国
保
直
診
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　

④
病
院
事
務
長
会
議
の
開
催

　

⑤
第
66
回
全
国
国
保
地
域
医
療
学
会
（
愛
媛

県
開
催
）へ
の
参
加

　

⑥
第
40
回
地
域
医
療
現
地
研
究
会（
岐
阜
県
）

へ
の
参
加

　
滋
賀
県
市
町
国
保
運
営
協
議
会
連
絡
会
の
事

務
局
を
担
い
、
国
保
運
営
協
議
会
会
長
会
議
お

よ
び
国
保
運
営
協
議
会
会
長
・
委
員
研
修
会
を

開
催
し
ま
す
。

　
国
保
事
務
担
当
者
等
の
研
修
協
議
等
、
各
保

険
者
に
お
け
る
国
保
事
業
の
円
滑
な
推
進
に
資

す
る
た
め
次
の
こ
と
を
行
い
ま
す
。

⑴
国
保
中
央
会
開
催
の
協
議
会
等
へ
の
参
加

　
全
国
国
保
運
営
協
議
会
会
長
等
連
絡
協
議
会

⑵
近
畿
地
方
に
お
け
る

　

研
修
・
協
議
会
等
へ
の
参
加

　

①
近
畿
都
市
国
民
健
康
保
険
者
協
議
会

　

②
近
畿
地
区
市
町
村
保
健
師
研
修（
滋
賀
県
開
催
）

　

③
近
畿
地
方
国
民
健
康
保
険
診
療
施
設
協
議

会（
京
都
府
）

国保連合会通常総会

広
報
活
動
に
関
す
る
事
項

11

地
域
医
療
の
確
保
に
関
す
る
事
項

13

市
町
国
保
運
営
協
議
会
の
振
興
に

関
す
る
事
項

14

国
保
事
務
担
当
者
等
の
研
修
協
議
に

関
す
る
事
項

15

障
害
者
総
合
支
援
給
付
等

事
業
関
係
業
務
に
関
す
る
事
項

10

滋
賀
県
保
険
者
協
議
会
に

関
す
る
事
項

12
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���
��� �
���
���

出࢈ҭࣇҰ࣌ۚ౳にؔするࢧ෷צ定 ���
��� ���
���

৬һୀ৬څ༩ۚಛผձ計 ���
��� ���
���

介
護
保
険
事
業
関
係
業
務

特
別
会
計

定צ຿ۀ �
���
��� �
���
���

հڅޢ෇අ౳ࢧ෷צ定 ���
���
��� ���
���
���

ެඅෛ୲ҩྍ౳にؔするใु౳ࢧ෷צ定 ���
��� ���
���

障
害
者
総
合
支
援
法

関
係
業
務
等
特
別
会
計

定צ຿ۀ ���
��� ���
���

ো֐հڅޢ෇අࢧ෷צ定 ��
���
��� ��
���
���

োڅࣇ֐෇අࢧ෷צ定 ��
���
��� ��
���
���

ୈߦऀࡾҝଛ֐ഛঈۚಛผձ計 ���
��� ���
���

後
期
高
齢
者
医
療
事
業

関
係
業
務
特
別
会
計

定צ຿ۀ ���
��� ���
���

定צ෷ࢧ期高ྸऀҩྍ਍ྍใुޙ ���
���
��� ���
���
���

ެඅෛ୲ҩྍにؔする਍ྍใुࢧ෷צ定 ���
��� ���
���

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保

健
指
導
等
事
業
特
別
会
計

定צ຿ۀ ��
��� ��
���

ಛ定健康਍ࠪ・ಛ定อ健ࢦಋ౳අ用ࢧ෷צ定 ���
��� ���
���

定צ෷ࢧ期高ྸऀ健਍౳අ用ޙ ���
��� ���
���

予
防
接

種
法
関

係
業
務

等
特
別

会
計 定צ຿ۀ �
��� �
���

（୯Ґɿઍԁ）

࣎լࠃݝຽ健康อஂݥ体࿈߹ձཧࣄ௕දজ




